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○長崎大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会規程 

平成１６年４月１日 

規程第６４号 

改正 平成１８年３月３１日規程第２４号 

平成２０年６月３０日規程第４６号 

平成２３年３月３１日規程第２２号 

平成２９年９月２２日規程第４４号 

平成３０年６月２６日規程第３６号 

令和２年４月１日規程第２２号 

（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規則（平成１

６年規則第５３号）第４条第２項の規定に基づき，長崎大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究

倫理審査委員会（以下「委員会」という。）の任務，組織，運営等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（任務） 

第２条 委員会は，長崎大学（以下「本学」という。）において実施するヒトゲノム・遺伝

子解析研究（以下「解析研究」という。）に関し，学長の求めに応じ，解析研究の研究計

画について，倫理的・法的・社会的観点を中心に，科学的観点を含め，総合的に研究の適

否等に関して慎重に調査審議するものとする。この場合において，特に次に掲げる観点に

留意し調査審議するものとする。 

(1) 試料等提供者又はその家族等の尊厳及び人権の擁護 

(2) 予測される試料等提供者等に対する危険又は不利益及び個人識別情報を含む情報の

保護の方法 

(3) インフォームド・コンセントの方法 

(4) 研究の期間及び研究期間終了後の試料等の保存又は廃棄の方法 

(5) 遺伝カウンセリングの体制 

(6) 研究の透明性 

(7) 研究実施の責任体制 

２ 委員会は，前項の調査審議の過程において，必要に応じ，研究責任者に対し助言を与え，

又は研究計画を修正させるなど，学長が研究計画を許可するに当たって必要な措置を講じ

ることができるものとする。 
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３ 前２項に定めるもののほか，委員会は，解析研究に係る倫理に関する重要事項を調査審

議する。 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって構成する。ただし，各号に掲げる委員は当該各

号以外に掲げる委員を兼ねることができない。 

(1) 倫理学・法律学の専門家等，人文・社会科学の有識者 

(2) 医療・医学の専門家等，自然科学の有識者 

(3) 一般の立場の者 

２ 委員会の構成は，次に掲げる基準を満たすものとする。 

(1) 本学に所属しない者（以下「学外者」という。）が複数含まれていること。 

(2) 男女両性で構成されていること。 

(3) 委員が５人以上であること。 

３ 本学の職員である委員は学長が任命し，本学の職員以外の委員は学長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期又は委嘱期間は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期又は委嘱期間は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。 

２ 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会は，委員の過半数が出席し，かつ，次に掲げる全ての要件を満たさなければ，

議事を開くことができない。 

(1) 第３条第１項第１号から第３号までの委員がそれぞれ１人以上出席していること。 

(2) 学外者が複数人出席していること。 

(3) 男女両性の委員が出席していること。 

(4) 委員が５人以上出席していること。 

２ 委員会の議事は，出席した委員全員の同意により決する。 

３ 審査の対象となる解析研究の研究責任者及び研究分担者は，委員会の審議及び採決に参

加することができない。ただし，委員会の求めに応じ，会議に出席し，その研究計画につ

いて説明を行うことができる。 
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（秘密を守る義務） 

第７条 委員は，委員会において知り得たヒトに関する情報を法令，裁判所の命令等正当な

理由なしに漏らしてはならない。委員を退いた後といえども同様とする。 

２ 委員が法令による証人，鑑定人等となり，委員会において知り得たヒトに関する情報を

発表する場合には，委員長及び学長の許可を要する。 

（議事の記録等の公開） 

第８条 委員会の議事の記録は，公開するものとする。ただし，公開することによって，試

料等提供者又はその家族等の人権，研究に係る独創性又は知的財産権の保護に支障が生じ

るおそれがある部分は，非公開とすることができる。 

２ 前項に規定するもののほか，解析研究の審査に係る書類の公開に関しては，長崎大学情

報公開取扱規程（平成１６年規程第２７号）の定めるところによる。 

（審査に係る書類の保存期間） 

第９条 解析研究の審査に係る書類の保存期間は，法令等に特別の定めがある場合を除き，

５年とする。 

２ 前項に規定するもののほか，解析研究の審査に係る書類の管理に関しては，長崎大学法

人文書管理規程（平成２３年規程第１５号）の定めるところによる。 

（関係職員の出席） 

第１０条 委員長は，必要に応じ，委員会に関係職員を出席させることができる。 

（事務） 

第１１条 委員会の事務は，研究国際部学術支援課において処理する。 

（補則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営等に関し必要な事項は，別に定める

ことができる。 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日規程第２４号） 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月３０日規程第４６号） 

この規程は，平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日規程第２２号） 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２９年９月２２日規程第４４号） 

この規程は，平成２９年１０月１日から施行し，改正後の長崎大学ヒトゲノム・遺伝子解

析研究倫理審査委員会規程の規定は，平成２９年５月３０日から適用する。 

附 則（平成３０年６月２６日規程第３６号）抄 

１ この規程は，平成３０年７月１日より施行する。 

附 則（令和２年４月１日規程第２２号） 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 


